
ワ
カ
ス
ギ
カ
マ

若
杉
窯

能
楽
制
若
杉
の
人
林

八
兵
衛
の
起
し
た
陶
郊
で
、
文
化
八
年
に
は
本
多
貞

吉
が
春
日
山
庁
円
か
ら
修
っ
て
之
に
従
邸
し
、
京
都
の

坑
官
、中
戸
の
平
助
、
金
却
の
入
兵
衛
・九
兵
衛
も
亦

来
り
、
十
凶
年
同
畑
山
崎
の
人
間
出
次
郎
が
仰
せ
ら
れ
て
赤

輸
を
描
い
た
が
、
文
政
三
年
貞
吉
の
夜
後
終
答
漸
く

閃
雄
と
な
り
、
}乱
年
之
を
金
源
川
南
町
の
商
人
締
本

原
安
右
衛
門
に
説
。
、
安
右
衛
門
は
滞
か
ら
補
助
を

得
、
若
杉
の
削
字
を
許
さ
れ
て
泌
拐
を
締
約
し
た
。

然
る
に
天
保
入
年
陶
黙
の
火
災
に
桜
る
に
及
び
、
之

を
八
腕
宇
土
山
に
修
築
す
る
こ
と
L

な
り
、
若
杉
窯

の
辿
制
に
は
、
陶
工
揃
右
衛
門
が
別
に
新
僚
主
起
し

て
、
明
治
則
ま
で
締
約
せ
ら
れ
た。

ワ
カ
ス
ギ
シ
ョ
ウ

若
杉
庄

能
安
部
に
在
っ
た
。

磁
諒
軒
目
録
に
、
永
苧
九
年
泌
総
寺
領
四
ヶ
所
、か
加

到
に
あ
る
こ
と
を
い
ひ
、
そ
の
う
ち
に
若
杉
庄
も
あ

る
。
後
の
結
杉
村
附
近
で
あ
ら
う
。

ワ
カ
ス
ギ
ヤ
エ
モ
ン

若
杉
掬
右
衛
門

能
美
都

若
封
。
の
陶
工
。
文
政
元
年
本
多
点
育
に
尽
び
、
天
保

入
年
若
創
世
祭
の

λ
帽
に
絡
さ
れ
る
に
及
び
、
自
ら
そ

の
必
剖
に
陶
然
を
再
興
し
、
文
久
二
年
之
を
そ
の
子

弼
作
に
謎
っ
た
。

ワ
カ
ス
ギ
ヤ
サ
ヲ

若
杉
弼
作

能
美
郡
若
杉
の

陶
工
。
粥
右
衛
門
の
子
。
文
久
二
年
目
見
の
濃
を
受
け

て
若
杉
紫
に
従

mし
、
明
治
-
一
年
諾
凶
の
陶
訓
婦
を
親

-
wmし
て
、
大
に
陶
土
州
議
り
訟
を
改
め
た
。

ワ
カ
h
y
ハ

著
桑
鳳
至
郡
製
厳
の
内
の
小
字
。

ワ
カ
サ
ヤ

若
狭
屋

加

賀
滞
で
は
元
品
開
十
五
年

七
月
十
三
日
の
令
に
よ
っ
て
、
若
狭
屋
と
群
す
る
附

人
の
家
名
飽
誌
や
一
命
じ
た
。
こ
は
笥
時
総
の
刊
嗣
前

川
苦
悩
W

が
若
狭
守
で
あ
っ
た
に
よ
る
。

ワ
カ
ス
ギ

若
杉

能
業
部
料
海
帽
却
に
回
オ
る
部

世間。

ワ
カ

ワ
カ
ド
シ
ヨ
り

若
年
寄

加
質
問
仙
の
前
回
に
年

官官
・家
老
・
若
年
得
の
僻
級
が
あ
る
。
そ
の
若
年
併
は

家
雄
三
千
石
以
下
の
人
持
組
巾、

古
白
書
の
者
文
は
知

名
の
4
H
や
-
採
用
し
、
定
只
は
な
い
が
、
凡
そ
二
一
一
一
名

で
あ
っ
た
。
そ
の
峨
務
は
御
用
の
削
で
紋
決
し
た

m

を
滞
侠
に
上
巾
し
、
日
初
侯
の
下
問
宇
一
御
用
の
附
へ山田

達
す
る
揮
す
の
附
舶
を
な
し
、
文
総
侯
の
内
線
に
館
じ
出
m

mと
な
る
こ
と
も
あ
り
、附
は
滞
佼
御
府
間
の
附
近
、

御
用
邸
屋
の
次
に
あ
っ
た
。
若
年
計
の
肥
下
に
は
御

酪
物
奉
行
等
が
あ
っ
た
が
、
加
利
そ
の
他
の
震
任
は

・
泣
か
っ
た
。
前
削
綱
紀
の
時
、
老
問
中
泉
心

一
致
せ

ず
、
総
に
法
大
の
川町
績
も
町
樹
虫
す
る
こ
と
能
は
ざ
る

口
俄
で
あ
っ
た
か
ら
、
綱
紀
は
政
判
明
を
縦
波
す
る
銘

に
、
党
文
九
年
三
月
サ
抗
日
若
年
寄
の
職
青
白
き
、

統
山
芯
限
疋
房

・
奥
村
内
陣
祭
向
の
一
一
人
を
抜
附
加
し

て
こ
れ
に
納
し
、
以
て
政
令
下
鐙
の
任
に
日
ら
し
め

る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
そ
の
撮
簡
で
あ
る
。
次
い

で
延
貸
七
年
十
一

周
奥
村
兵
部
慈
卸
、
天
利
三
年
三

ワ
ガ
主
エ

我
谷

江
泊
加
山
県
山
方
に
邸
す
る
郎

町問。

加
越
闘
将
促
天
文
廿

一
年
朝
品
川
宗
摘
の
加
賀
に

m
M
m
し
た
僚
に
、『
吏
行
〈
ま
与
に
詠
れ
ば
、
秩
篠
や

外
山
盟
、
小
限
・山
代
・枝
谷
・
松
山
・
航
北
・泉
谷
・九

谷
の
奥
山
、
給
形
が
訟
に
見
ゆ
る
火
は
、
附
た
る
夜

の
尽
の
如
し
。
』
と
あ
る
輪
形
も
我
谷
の
読
で
あ
る
。

ワ
カ
ト
ウ

若
様
諸
士
に
使
役
せ
ら
れ
る
階
院

で
、
年
紫
家
に
在
る
時
は
符
青
山
相
対
ち

一
万
で
式
出
番V

B
Y
 

に
笛
。
、
雫
人
の
外
出
す
る
時
は
雨
刀
止
有
惜
し
、
足

牢
と
制
す
る
白
絡
で
艇
の
牢
に
話
す
る
係
部
附
ゃ
.
穿

ち
、
雨
天
の
日
に
は
背
色
の
合
羽
や
-省
て
、
こ
れ
に

隠
う
た
。

若
結
は
士
栴
で
あ
る
か
ら
、
足
料
よ
り
も

上
列
と
見
ら
れ
て
ゐ
た
。

ワ
ガ
タ
ガ
タ
ケ

輪
形
グ
誌
』
ワ
ガ
タ

谷。

我

九

O

且
徳
川
玄
帯
設
問
、
ゎ
山
口
千
三
年
十
一
月
前
川
備
前
貞

一
十
二
年
笑
了
徳
の
後
を
剛
容
さ
、
明
治
八
年
之
を
お
成

制
・前
川
奥
十
郎
孝
行
・多
賀
新
左
衛
門
直
方
が
命
ぜ
一
我
に
諮
っ
て
専
ら
側
道
の
郁
に
降
う
た
が
、
十
七
年

ら
れ
、
従
永
田
年
六
月
本
多
間
部
政
各
等
凶
人
の
御

一
興
安
心
を
以
て
本
山
の
取
湖
を
受
け
、
廻
心
献
を
促

家
老
に
籾
じ
た
以
後
四
〈
止
ん
だ
が
、
虫
干
保
元
年
七

一
出
し
た
。
後
廿
九
年
間
中
邸
に
加
で
ら
れ
、
三
十
一一年

月
二
日
巾
川
式
部
長
定

・
前
山
左
京
印
刷
明
が
命
ぜ
ら

一
伯
郡
に
納
L
、
三
十
r
H
今
年
六
月
一
一
日
七
十
八
政
脅
り

れ
た
後
一
品
び
尚
一
綿
し
た
。
又
間
十

一
年
九
且

H
二
日

一
て
寂
し
た
。

本
多
州制
母
政
恒
が
見
閉
そ
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
若
年

一

ワ
カ
パ
ヤ
シ
ナ
ガ
ト

若
林
長
門

一
向
一
校
め

山
市
見
習
の
初
で
あ
ら
号
。

一
首
領
で
、
石
川
榔
剖
削
減
に
日
た
。
天
正
二
年
木
阪
苛

ワ
カ
パ
ヤ
シ

若
林

永
平
一
二
年
六
且
什
七
日
附

一
樹
如
の
命
に
よ
り
、
長
門
は
滋
別
に
入
。
、
七
隈
矧

文
告
に
、
加
賀
川
明
若
林
村
守
似
同
大
和
守
山
池
に
宛

一
刷
と
共
に
軍
棋
を
督
し
た
が
、
三
年
λ
且
緑
川
信
長

行
う
た
こ
と
が
見
え
る
。
今
加
賀
に
浩
林
は
な
い
。

一
は
羽
柴
努
育
を
涯
し
て
一
授
を
討
伐
せ
し
め
る
や
、

森
間
半
次
の
地
彼
自
・又
抄
の
従
に
、
若
林
は
若
林
旧
民

一
八
月
十
抗
日
努
吉
は
海
青
被
っ
て
河
野
捕
に
上
限
し

門
の
木
町
な
る
べ
〈
、
祈
川
地
林
郷
に
上
林
・巾
林
・
一
新
棋
を
攻
め
、
長
門
等
之
を
防
い
だ
が
敗
れ
て
活
定

下
林
が
あ
る
か
ら
、
若
林
も
亦
同
郷
内
で
あ
る
か
も

一
L
、
戦
死
-
一
三
百
人
に
及
ん
だ
。
総
見
記
に
こ
の
川

知
れ
ぬ
と
犯
し
て
ゐ
る
。

一
長
門
も
亦
現
し
た
と
記
す
る
の
は
朝
刊
で
あ
る
。
長
門

ワ
カ
パ
ヤ
シ

苓
林

鹿
島
開
江
併
郷
に
邸
す
る

一
は
入
年
金
制
仲
御
坊
の
陥
町
間
後
も
向
作
命
し
て
ゐ
た

郎
、問。

一
が
、
柴
川
勝
家
は
之
脅
肘
た
ん
と
欲
し
、
十
且
七
日

ワ
カ
パ
ヤ
シ
ウ
生
ノ
ス
ケ

若
林
雅
柵需
助

若
林

一
自
ら
刷
出
生
に
邸
し
、
柴
山
勝
政
等
脅
し
て
柏
野
に
班

長
門
の
子
。
一

向

一
授
の
徒
。
天
正
八
年
父
と
共
に

一
按
せ
し
め
た
。
長
門
は
敵
の
先
鋭
と
事
ふ
こ
と
少
市

柴
川
勝
家
に
伴
殺
せ
ら
れ
た
o

一
の
後
松
任
に
退
き
、
若
し
磁
街
中
。
安
掠
す
る
そ
の
ば

ワ
カ
パ
ヤ
シ
ジ
ヨ
ウ
ガ

若
林
成
我

金
抑
鍛
冶

一
昨
を
容
れ
ん
こ
と
を
巾
出
で
、
防
政
は
伴
っ
て
之
を

町
民
宗
東
按
采
普
苛
十
七
代
の
自
持
。
許
認
院
と
務

一
許
し
た
の
で
、
長
門
は
子
邪
祭
肋
・
高
入
郎
と
共
に
、

し
た
O

引
が
永
}
一
紅
白得
度
、
哲
品
川
に
宗
県
官
同
日
ひ
、
明

一
勝
家
の
恩
を
抑
制
せ
ん
が
鎚
そ
の
本
岱
に
赴
い
た
o
勝

治
凶
作
上
治
し
て
本
山
改
革
の
取
に
随
ひ
、
次
い
で

一
家
乃
ち
掛
川
戸
仁
久
縦

-m口
千
熊
・林
鮒
抗
郎
を
一
室

都
市
川
と
な
り
、
七
年
令
を
受
け
て
加
明
日
教
授
脅
加
盟
て

一
に
伏
せ
し
め
、
長
門
の
一
一
般
す
る
を
待
っ
て
之
や
析

八
年
日
間
持
続
随
緑
川唱
胞
の
後
を
受
け
た
。

九
年
三

一
ーり
、
一一
子
も
亦
別
室
で
殺
さ
れ
、勝
家
位
十

一且一

一J1

H
金制作
別
院
大
火
の
際
消
防
に
務
め
、
全
身
を
勝
、
側
一
日
附
の
注
文
で
、
是
等
の
泊
を
安
土
に
治
っ
た
と
い

し
て
僅
か
に
死
を
必
れ
、
引
一
一
年
間
且

H
抗
日
絞
、

一
ふ
。
併
し
問
問
屋
政
春
吉
兵
M
M
に
は
、
長
門
が
越
前
九

平
年
六
十
二。

一
間
に
来
っ
て
柴
問
勝
政
に
泌
し
た
際
殺
さ
れ
た
の
で

ワ
カ
パ
ヤ
シ
ズ
イ
Z

ン

若
林
隆
縁

金
問
鍛
治

一
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

町
民
自
前
東
波
莱
m
u
寺
F1
六
代
の
住
持
。
前
は
現
職
、

一

ワ
カ
パ
ヤ
シ
ハ
ン
ザ
エ
モ
ン

若
林
牟
左
衛
門

阿
叫
吋
院
と
縛
し
た
。
一
大
保
元
年
得
度
の
後
哲
前
に
統
一
一
初
め
滞
日
伊
豆
守
政

一
に
仕
へ

、
後
前
田
利
治
に
漉

い
て
慰
ぴ
、
九
年
前
九
川
県
授
に
入
っ
て
田
町
可
に
地
み
二

仕
L
、
二
百
石
を
受
け
た
。
子
孫
縮
織
い
で
務
に
仕


